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○「日光の木」利用促進事業実施要綱 

平成２３年３月３１日 

告示第６０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、木造建物を新築する場合に、建築資材の一部として日光市産

木材を支給することにより、日光市産木材の需要拡大とともに二酸化炭素の固定

化、排出量削減、吸収源となる森林の循環を促進し、市内の林業及び木材業の活

性化並びに日光市産木材のブランド化を図ることを目的とする。 

（令５告示５１・全改） 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 日光市産木材 栃木県産木材として証明を受けた木材で、市内（市の近隣

を含む。）で産出され、市内の木材業者が取り扱うものをいう。 

(２) 木造建物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有する

もの（これに類する構造のものを含む。）のうち、建築基準法第２条第５号で

定める主要構造部が木造のものをいう。 

(３) 森林認証制度 適切な管理が行われている森林又は持続可能な森林経営が

行われている個人、経営組織若しくは複数の個人及び経営組織から構成される

団体を認証機関（認証の基準を定める組織である特定非営利活動法人日本森林

管理協議会、一般社団法人緑の循環認証会議及び特定非営利活動法人PEFCアジ

アプロモーションズが指定する審査機関をいう。以下同じ。）が認証し、それ

らの森林等から生産又は加工された木材及び木材製品を分別し、表示管理する

ことにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する

取組をいう。 

(４) 森林認証材 森林認証制度によりFM認証（認証機関が適切な森林管理が行

われていることを認証したものをいう。以下同じ。）を取得している市内の森

林から産出された木材を、COC認証（FM認証を受けた森林から生産された木材が

認証されていない木材と混合しないよう、加工及び流通の過程における木材及

び木材製品の分別管理体制を認証機関が認証したものをいう。）を取得してい

る市内の木材業者が加工又は製材した木材をいう。 

（令元告示１１・全改、令５告示５１・一部改正） 
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（対象者） 

第３条 日光市産木材を支給することのできる対象者は、市内に木造建物を新築す

る施主とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、対象

者としない。 

（令元告示１１・令５告示５１・一部改正） 

（対象木造建物） 

第４条 日光市産木材の支給の対象となる木造建物は、次に掲げる要件を満たすも

のとする。 

(１) 木造建物の延べ床面積（車庫部分を除く。）が３０平方メートル以上であ

ること。 

(２) 木造建物の構造材使用材積の６０パーセント以上に日光市産木材を使用す

ること。 

(３) 木造建物が一戸建ての住宅の場合、施主自らの居住を目的とするものであ

ること。 

（令元告示１１・全改、令５告示５１・一部改正） 

（資材の支給） 

第５条 資材の支給は、日光市産木材の使用量に応じ別表に定める支給資材相当額

を上限とし、予算の範囲内で支給する。 

２ 資材の支給は一の対象者につき、同一年度において一戸分、１回限りとする。 

（令５告示５１・全改） 

（申請） 

第６条 資材の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、木造建物

の建築着手３０日前までに、「日光の木」利用促進事業申請書（様式第１号。以

下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(１) 木拾い表（計画・実績）（様式第２号） 

(２) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書（様式第３号） 

(３) 位置図、平面図及び立面図 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査し、資材の支給が適当と認められるときは、「日光の木」利用促進事業決定
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通知書（様式第４号。以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するも

のとする。 

（令元告示１１・令５告示５１・一部改正） 

（申請内容の変更） 

第７条 前条の規定による支給決定を受けた申請者（以下「支給決定者」という。）

が、資材の支給の申請内容を変更しようとするときは、速やかに「日光の木」利

用促進事業変更申請書（様式第５号）に、市長が指示する書類を添付し、市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審

査し、適当と認めるときは、「日光の木」利用促進事業変更決定通知書（様式第

６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（令５告示５１・追加） 

（資材の引渡し） 

第８条 支給決定者は、申請書に記載された日光市産木材取扱業者又は市長が指定

する者から資材の引き渡しを受けるものとする。 

２ 資材の引渡しは、資材調達等に係る準備期間を要するため、支給決定日より３

０日以降において申請者が希望する日に行うものとする。 

（令元告示１１・一部改正、令５告示５１・旧第７条繰下・一部改正） 

（資材使用完了見込報告） 

第９条 支給決定者は、支給された資材の使用による上棟完了後速やかに上棟報告

書（様式第７号）を提出しなければならない。 

（令５告示５１・旧第８条繰下・一部改正） 

（完了報告） 

第１０条 支給決定者は、木造新築住宅等の建築が完了したときは、完了の日から

３０日以内に完了報告書（様式第８号）に次に掲げる書類等を添えて、市長に提

出しなければならない。 

(１) 新築工事完了写真（全景及び日光市産材を使用した場所） 

(２) 使用した日光市産木材が森林認証材であることを証明する書類の写し 

(３) 木拾い表（計画・実績）（様式第２号） 

(４) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等 

（令元告示１１・一部改正、令５告示５１・旧第９条繰下・一部改正） 

（使用状況等の確認） 
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第１１条 市長は、前２条の規定により報告があったときは、市長の命じた者をし

て資材の使用状況等の確認をさせるものとする。 

（令５告示５１・旧第１０条繰下・一部改正） 

（支給決定の取消） 

第１２条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

その者に係る資材の支給決定を取り消すことができる。 

(１) 新築工事を中止したとき。 

(２) 偽りその他不正な手段より、資材の支給を受けたとき。 

(３) 支給を受けた資材を第三者に販売又は譲渡したとき。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により資材の支給決定を取り消したときは、「日光の木」

利用促進事業決定取消通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（令元告示１１・一部改正、令５告示５１・旧第１１条繰下・一部改正） 

（資材の返還等） 

第１３条 支給決定者は、市長が資材の支給決定を取り消した場合において資材が

既に支給されているときは、当該支給資材又は当該支給資材相当額を市長に返還

しなければならない。 

２ 支給決定者は、資材の一部又は全部を既に使用した後に支給決定を取り消され

た場合においては、当該支給資材相当額を市長に返還しなければならない。 

（令５告示５１・旧第１２条繰下） 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が

別に定める。 

（令５告示５１・旧第１３条繰下） 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月１日告示第１１号） 

この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

附 則（令和３年１１月１日告示第１３７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、

なお従前の例による。 

附 則（令和５年４月１日告示第５１号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和６年４月１日告示第２７号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

（令 告示・追加） 

日光市材使用量 支給資材相当額 

森林認証材 非認証材 

４５m３以上 １，０００，０００円 ５００，０００円

４０m３以上４５m３未満 ９００，０００円 ４５０，０００円

３５m３以上４０m３未満 ８００，０００円 ４００，０００円

３０m３以上３５m３未満 ７００，０００円 ３５０，０００円

２５m３以上３０m３未満 ６００，０００円 ３００，０００円

２０m３以上２５m３未満 ５００，０００円 ２５０，０００円

１５m３以上２０m３未満 ４００，０００円 ２００，０００円

１０m３以上１５m３未満 ３００，０００円 １５０，０００円

５m３以上１０m３未満 ２００，０００円 １００，０００円
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様式第1号(第6条関係) 

「日光の木」利用促進事業申請書 

年  月  日  

 日光市長          様 

住 所            

申請者(施主)氏 名          印 

電話番号            

 

     年度「日光の木」利用促進事業について、「日光の木」利用促進事業実施要綱第

6条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

記 

建 築 場 所  日光市 

構 造 ・ 延 べ 面 積 
木造(平屋・  階)建て ・延べ面積     m

2 

建 物 の 用 途 住宅・その他（              ） 

構造材 

使用材積 

使用材積     

（A） 
m3 

日光市産木材

使用割合 

(B)+(C)／(A) 

％ 

うち日光市産木材 

（B） 

（Cを除く） 

m3 

森林認証材    （C） m3 

建設計画 

建 築 着 手 ( 予 定 ) 日      年   月   日 

竣 工 ( 予 定 ) 日      年   月   日 

施 工 者 

名 称： 

所 在 地： 

電話番号： 

担 当 者： 

日 光 市 産 木 材 

取 扱 業 者 

名 称： 

所 在 地： 

電話番号： 

担 当 者： 

添 付 書 類 

① 木拾い表(様式第2号) 

② 建築計画図(平面図・立面図) 

③ 建築現場の位置図 

④ 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の

同意書(様式第3号) ただし、施主が市外在住者

の場合は納税証明書 

(1) 構造材使用材積、日光市産木材使用材積及び日光市産木材使用割合は、様式第2号から

転記すること。 
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長 厚 幅・材背 数量 単材積

(mm) (mm) (mm) (本・丁・枚) (m3) (m3)

うち
日光市産材積

(m3)

森林認証材
(m3)

天井板

火打梁

（Ａ) (Ｂ) （Ｃ）

A Ｂ Ｃ

土台

大引

根太

根太掛

備考

様式第2号(第6条関係)

木材業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

部材

規格 使用数量

樹種
区
分

邸

木拾い表(計画・実績)

%

構
造
材

火打土台

合　　計
数量計

日光市産材積使用割合（②/①)  　　　　

  使用材積

足固め

構造材　計

日光市産材積使用割合（Ｂ/Ａ)  　

※1　「計画・実績」は、いずれかを二重線で消すこと。
※2　単材積、使用材積及び日光市産木材使用材積は、小数点以下第４位とすること（小数点以下第５位切捨て）。
※3　日光市産木材使用割合は、小数点以下第１位とすること（小数点以下第２位切捨て）。

柱

管柱

間柱

梁・桁
（小梁・大梁・胴差・小屋梁・桁・軒桁）

母屋・棟木（隅木・谷木を含む。）

束（床束・小屋束・母屋束）

垂木

筋交（筋違）

%
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様式第１号（第６条関係） 

（令５告示５１・全改） 

様式第２号（第６条関係） 

（令５告示５１・全改） 

様式第３号（第６条関係） 

（令元告示１１・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（令５告示５１・全改） 

様式第５号（第７条関係） 

（令５告示５１・全改） 

様式第６号（第７条関係） 

（令５告示５１・追加） 

様式第７号（第９条関係） 

（令５告示５１・追加） 

様式第８号（第１０条関係） 

（令元告示１１・一部改正、令５告示５１・旧様式第６号繰下・一部改正） 

様式第９号（第１２条関係） 

（令元告示１１・追加、令５告示５１・旧様式第７号繰下・一部改正） 

 


